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はじめに（1〕（2〕

たとえば「今日の政党は議会制民主主義を支えかつ左右するものとなってお

り，政党の役割を度外視して現代の議会制を語ることはできない」（宣〕といわれ
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る。しかし政党が左右する議会制とはいかなる価値を実現するのだろうか。純

粋代表制・議会中心主義を典型とする近代の議会制は，現代に入ると直接民主

主義的な制度の導入と行政権の優位（「行政国家現象」）によって侵食されてい

くが，議会制のかかる変質は権力の民主化という観点からすれば功罪両面をも

とう。であればこれらと並んで政党がおよぼす影響もまた，ただちに肯定する

ことはできまい。まずは政党と代表制の関係を認識対象に据えることが憲法学

の課題であると考える｛4）。

　ところで政党と代表制の関係を論じるにあたって，有権者と議員の媒介に政

党を措定するモデルがある。これについては樋口教授の次の指摘が重要であろ

う。「政党による議員の拘束が政党を媒介としての選挙人による議員の拘束とい

う可能性を本当に実現しているか否かについては，第一に選挙人団と政党党員

の関係，第二に政党の一般党員と本部の関係という二項に分解して考えること

が必要である」｛5〕。ではこの2段階の統制（有権者が政党を，政党が議員を拘束

するという政党を媒介にしたもの）が法制度を基盤にして実在するのか，かり

に存在したとしてそれは憲法原理との関係で正当化されるのか。こういった視

点をもって議論を進めていきたい。

　近代から現代への議会制と代表制原理が明瞭なかたちで展開してきたフラン

スを対象として選ぼう。また本稿は主として現代代表制とのかかわりで議論す

るが，フランスの政党の発展が比較的遅れたことから，時代的には第5共和制

期にしぼり，それ以前については冒頭で簡単な記述をするにとどめたい。

註

（1）　フランスの政党に関する法制的研究のなかでも小野善康教授の「フラ

　　シス憲法における政党の地位（1×2）（3）」『北大法学論集』27巻1，2号，28

　　巻1号，1977，1b88をとくに重要な業績として挙げる。またフランスで

　　の研究にM．R．Kheitmi，ムe∫月αγ眺Po∫物m∫e’∫e〃。〃力。∫倣

　　Fmmρ〃5．1964．がある。

（2）特にことわらないかぎり以下では“PaTti”および“Parti　Politique”

　　に「政党」，“Groupement”に「グループ」，“Groupement　Par1ement”

　　に「議会内グループ」，また“Formation　Po1itique’’に「政治組織」と，

　　それぞれ訳語をあてる。ただし選挙関連法で文言を比較するとGroupe－

　mentとFormation　Politiqueは区別されずに用いられている。また本稿

　　は政党の議会内の活動のありかたも検討対象にするので狭義の「政党」

　　の他上記団体に言及した法も扱う。
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（3）高野真澄『現代日本の憲法問題』1988，42頁

（4）政党に対する国庫補助の是非が近年問題になっている。本稿第3章で

　述べる予定だが，筆者はこれも代表制との関連で解く課題として設定し

　　たい。

（5）樋口陽一r議会制の構造と動態』1973，67頁

序章　前史 近代的政党の誕生

　（・）政党の不在と敵視

　第3共和制下19世紀の議会は有権者に対して絶対優位で，一般意思の形成に

おいて拘束されることはなかった。議会内の活動主体は個入としての議員の集

合である。

　議会内ではグループを積極的に排除する風潮が残っていた。「仲間たちの名で

はなく個人の名において発言するよう」に議長が議員に対し求めた1884年の議

会が好例である。背景にあるのは，議員は個人の資格で発言・表決に加わるべ

きで，他者の命令を受けないという命令的委任否認の法理に立脚し，同時にグ

ループの議会内での活動を認めないものである。

　「純粋代表制下の議会内には政治グループが公的に場所をしめるとは想像で

きない。議員たちはナシオン全体の代表であり，その任務は自己の良心のみに

従った発言と投票でナシオンの意思の表明に貢献することだ」というヴデルの

言葉（Vede1，Mαmm㍑e〃。〃Coms励m肋舳e4re　ed．，p415）が，この段階ま

での議会を適切に表している。

　ただしフランスでは20世紀前には政党幹部が党員の活動を統制する「規律政

党」は議会へ進出しておらず，いずれも議会外に基盤をもたない議員の集合の

「名望家政党」であったため，グループの積極的な否定の立法はなされずにい

た。

　議会外でも同様で，結社一般を「敵視」する革命期1791年のル・シャプリエ

法（’〕の伝統を受け継ぎ，結社の自由を制限するナポレオン刑法典291条以下，お

よび1834年法律の規定は存続していた（2〕。このような政党「敵視」の法律と議会

内の確固としたグループの不在状態は，議員を普通選挙制の導入によって増加

した有権者，とりわけ労働者階級の集団的な圧力から議員を保護し，その自由
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な活動を保障する。

　（b）政党の誕生

　しかしこれと異なる傾向が19世紀末の段階で生じた。まず結社の規制につい

て例外が認められた。1875年7月12日法は大学設立を目的とする結社が刑法の

適用をうけないとし，その自由な設立を認めた。また1884年3月21日法は職業

組合に限って，事前の届け出制を廃止した。これらは2種類の結社に限定して

ではあるが，議会が結社の自由な設立の承認に接近したことを示す。

　また19世紀末から，労働者政党が議会外で活動を開始する。労働者は資本制

生産の発展の中で劣悪化する生存条件を守るために，団結を余儀なくされ，た

とえば1905年の社会党など，徐々に大政党が形成された。このように議会外の

人的・財政的基盤によって支えられる「大衆政党」は，まず労働者政党として

誕生した｛3〕。社会主義者たちがはじめて議席を獲得したのは1893年の選挙であ

るが，ユO年後の1902年の選挙で彼らは10．4％の得票と7．8％の議席を獲得す

る（4〕。また「フランスにおいて国民的規模で作られた最初の大政党」である急進

社会党が1901年6月に結成された（5〕。

　議員が同質である場合，ブルジョアジーはあえて政党を結成する必要はなか

ったが，労働者階級が議会に進出するにおよんで，対抗して階級的利益を議会

政治の中で実現するために大量の集票能力をもち，議員を効果的に統制する近

代的政党の結成が必要になった。（ただしフランスで近代的なブルジョアジー政

党が実際に誕生するのは先のことである）。

　（・）政党の承認　　議会外で

　この転機となった1901年7月1日法は「結社の自由」法とよばれる。これは

結社一般を事前許可制のもとで抑制の対象においたそれまでの刑法の立場を改

め，結社の承認へと基本原則を転換させたものである。

　同法は外国人の結社と修道会を除く「通常の結社」の自由な設立を認める。

がその一方で解散宣告権を司法裁判所に委ねた。「違法な原因に基づき，または

違法目的で形成され，法律，善良の風俗に反し，統治の共和主義形態に攻撃を

加える目的を有する」結社が解散宣告の対象となる「違法な結社」である。

　通常の結社は，届け出の有無の点で「届け出結社」「無届けの結社」「公的性

格をもつ結社」（1es　associations　reconnues　d’uti1itεpublique）に分類される。

政党は公的性格をもつ結社には含まれないというのが一般的な理解である。し
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たがって政党は届け出結社あるいは無届け結社に該当する（6〕。届け出，無届けの

選択は自由であり，届け出のない場合も，設立は制約を受けない。

　ただ許可制から届け出制への転換をもって結社の自由を全面的に承認したと

いうには抑圧的性格が顕著である。同法によれば，第1に無届けの結社は，法

的権限を有さない。第2に届け出内容に多くの条件が付される（7）。第3に司法裁

判所は，違法な結社に対して解散宣告を下す権限を有し，命令に従わない場合

は罰金刑と禁固刑に処せられるからである。

　　「結社の自由」法は，このような制限的な性格を残していたが，政党のその

後の発展の前提条件となる。第3共和制末期からヴィシー政権期にこのながれ

と逆行する傾向｛呂〕がみられるけれども，それらは特殊な歴史条件下の事態であ

った。

　（d）政党の承認一議会内で

　次に議会内での政党の地位にふれる。円滑な議会運営という点で問題となっ

たのが，委員会メンバー選定方法であった。委員会の構成が議会全体のグルー

プ構成比と大きく異なる場合，委員会の決定が本会議でくっがえされる事態が

頻繁に生じる。この不都合を解決するには，議会全体の構成比を委員会の構成

に反映させることが望ましい。1910年7月1日代議院規則は大常任委員会

　（grandes　commissions　permanentes）の選定方法に「グループの比例代表制」

を導入する舳m〕。

　議会内グループの理事部は大常任委員会選出の3日前に，比例原則によって

定められた数のそのグループのメンバーからなる候補者名簿を議長に提出する。

’tの名簿に50名以上の議員の反対がない場合は，それが委員の名簿として承認

されることになる。

　ここではグループの指導蔀と議員個人の関係に，なお未発達な点が指摘でき

る。議員はグループに所属しなくとも，議長に要求して特別の理事部を召集し

てもらい，それを通じて委員会メンバーとなりえる点である。したがって1910

年の議会規則は，新規の関係を議会内にもたらすものではなく，議会がグルー

プ単位で運営されている事実をいわば追認するものであった。

　とはいえ議会規則によるグループの地位はその後も高められる。たとえば同

年11月8日の代議院規則によって，議事日程は議院の議長，副議長，政府代表，

委員会の長，およびグループの長で構成される「長の会議」が決定することに
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なり，グループの代表が議運上の重要決定に関わるようになった。「自由な議員

が全体利益を実現する」という擬制にかわって，部分利益を代表するグループ

のメンバーとして活動するとし・う事実は議会規則にとってむしろ奨励されるよ

うになった。

　（・）代表制原理との関連

　以上のように今世紀に入ってようやく，フランスの近代的政党は議会の内外

でその存在を表明した。

　近代的政党は議員の統制を重要な課題とするため，“議員の自由な討論と表決

の場”という古典的議会観との整合的な説明ができない。加えて近代的政党は

議会外の有権者の政治的意思を効果的に議会内へ反映することに資するという

点で，有権者・議員の同質性が問題にされなかった「純粋代表制」よりも，有

権者から議員への事実上の命令関係の存在を重視する「半代表制」，あるいは国

民の政治意思を忠実に反映する機関として議会を位置づける「社会学的代表制」

になじむ制度といえよう。かかる政党の誕生は「純粋代表制から半代表制・社

会学的代表制への展開」という代表制原理の展開と軌を一にするとみるのが妥

当であろう。

註

（ユ〕179ユ年6月14日のル・シャプリエ法ユ条は「同一の身分および職業を

　　もつ市民からなるあらゆる種類の同職組合を絶滅することは，フランス

　　憲法の基礎のユつであるから，いかなる口実およびいかなる形式の下に

　　もそれらを実際に再建することは禁止される」と規定し，4条で違反者

　　への罰則を定めた。同法はG伽材eM肋mαZem　Z召Mm栃mσm加πse4
　　15Juinユ791，pp．66ユー662．訳文は杉原泰雄「国民主権の研究」1971，252

　　頁以下。近代の労組敵視の歴史は山口浩一郎「労働組合」『基本法学2』

　　！983，133頁以下

（2）ナポレオン刑法典291条は「20名以上の結社で宗教的，文学的，政治的

　　あるいは他の目的に従事するために毎日あるいは定められた日に集まる

　　ことを目的とする結社」には政府の承認が必要とした上で，その解散命

　　令権を定めたもの。また1834年法は，支部の構成員が20名以下でも結社

　　全体で20名をこえる場合は刑法が適用されるとし，抜け道を塞いだ法律

　　である。CoaePm以ル〃02．1959，p178．

（3）　ドゥヴェルジェは「議会外に起源をもつ政党では議員団体についての

　　公然たる不信感があり，かつ議員団体を独立した統制委員会の権威に従
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　　属せしめようとする一定の願望がある」と述べ，例としてフランス社会

　　党の規律が強いことをあげる。（ドゥヴェルジェ『政党社会学」岡野加穂

　　留訳，1970，14頁）。起源が本質的規定要因がはともかく，フランスでは

　　今日まで，一般に左翼政党の方が議員に対する統制の強いことは指摘さ

　　れる。

（4）！893年の選挙では「社会主義者の当選が約50名になり，小さいながら

　　も議会の一勢力をなすにいたった」（岡崎三郎『フランス社会党史序説』

　　1982，49頁）。1905年の社会党（SFIO）結成以前の社会主義者の議会進出

　　については岡崎・同書および海原峻『フランス社会党小史』1979，5頁

　　以下参照。

（5）　クロード・ニゴレ『フランスの急進主義』白井成雄・千葉通夫訳，

　　1975，P．56。ただし急進社会党は，政治的には共和主義・反＝教会主

　　義をとり，経済的には中産階級に基盤を置く政党であ乱またこの政党

　　は当初は議会内での議員の行動に統一性が欠けていた（ドゥヴェルジェ，

　　前掲，206頁）。

（6）　したがって届け出行為自体は，政党結成の必要条件ではなく，法的能

　　力を獲得するために要求される。無届けの結社は法律上，無能力だから

　　である。

（7）届け出る事項は，結社の名称・目的・所在地・役員の氏名・住所・職

　　業・規約におよぶ。また届け出た役員や規約に変更のあった場合にも，

　　変更を届け出る義務をおっている。違反者には解散宣告と罰金が規定さ

　　れている。この法律については野村敬造「フランス憲法と基本的人権」

　　212頁。

（8）以下の4点があげられる。

　　　第1に1901年の解散命令制度が即効性に欠け，リーグが街頭行動を展

　　関したことに対処するために，1935年10月23日のデクレ・ロワで裁判所

　　に①仮処分が上訴によっても効力は妨げられない効力，②事務所閉鎖と

　　リーグの集会の禁止命令権を付与した。

　　　第2に1936年1月10日法で，解散命令権を大統領に与え，武装して街

　　顕示威行動をなした結社，武力集団・あるいは私設軍隊の性格を有する
　　結社，国家の領土の完全性に攻撃を加え，または共和主義的形態に攻撃

　　を加えることを目的とする結社について閣議後，デクレによって結社を

　　解散させることを可能とした。同年2月ユ3日，リーグのメンバーがレオ

　　ン・ブルムを襲撃し負傷させると，政府はこの法に基づきアクシオン・

　　フランセーズ等の解散を命じた。リーグの活動とその規制立法の運用に

　　ついてはG．Burdeau，工e∫工物物∫Pmゐ物m．ユ966，p．185et　suiv．，木下

　　半治『フランス・ナショナリズム史（2）」1976，332頁以下。

　　　第3に人民戦線崩壊後，反共政策へと転換した急進社会党内閣に1939

　　年3月19日授権法は39年11月30日まで「国防に必要な措置」をデクレで
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　　定める権限を与えた。この無制限な授権に基づき，政府は共産党や第3

　　インターナショナルに関係するグループの解散を命令した。39年授権法

　　正文は∫0．，1939，p．3646．解説は村田尚紀『委任立法の研究』1990，86

　　頁以下。

　　第4にヴィシー政権は労働組合や労働者政党を敵視した（ユ940年8月

　　16日法，11月9日デクレによって既存の労働組合が解散。ユ941年7月11

　　日法では，真の目的，活動，行為が「国家の一般的利益に反することが

　　明らかな」グループは，デクレによって解散。またドイツ占領地域で活

　動を続けた共産主義者らを対象にした41年8月14日法で簡略で迅速な裁

　判・刑の執行）。これらの法は解放後ほとんど失効した（Burdeau，op．cit．，

　P．179．）

（9）　この正文は∫0．、Debat，1910，p．2374et　suiv．

（10）1910年7月1日の代議院では，規則案にルミールが反論を加えている。

　彼の議論は　1．代表が政党のものでも選挙区のものでもなくフランス

　全体の代表であるという代表観，および　2．この規則が議員の特権に

　攻撃を加えるというものである。またマサヒュオはグループ内で少数意

　見者の権利がどう保証されるのかについての憂慮を表明した。∫　0．，

　Debat．1910，p．2369et　suiv．．

第1章 議会選挙制度と政党

現代の政党の位置を，まず下院議員の選挙法制から検討する。

　（1）第4共和制下の選挙法と政党

　第5共和制の下院議員選挙は，原則として「小選挙区単記2回投票制」がと

られている。この制度を導入する背景を理解するために，第4共和制下の「名

簿式比例代表制」（1）選挙制度の概要と，それに対していかなる問題点が指摘され

ていたのかを記述する。

　（・）1945年選挙法｛2〕

　第4共和制では三つの下院議員選挙法が実施された。第1が1945年選挙法で

ある。ただしこれは憲法制定議会の選挙において適用されたものであり，1946

年憲法の制定に先行する。

　1945年8月17日のオルドテンスに基づいて同年10月21日，憲法制定議会の選

挙が実施された。投票は名簿式である。各々の名簿には選挙区（原則として県
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単位）の議員定数（人口に比例して決定）と同数の候補者が記載された。有権

者は1名簿を選び投票する（パナジャージュの否定）。また有権者が名簿の記載

順位に変更を加えることもできない（選好投票の否定）。

　このような選挙制度は，選挙の性格を有権者の選択が候補者の人格などに基

づいておこなわれる選好から，政策・政党に対しでおこなわれる選好へと変質

させるといわれる。

　また，名簿のどの位置に記載されるかをめぐり，記載決定権をもつ指導部の

候補者に対する権力が強化される。名簿の上位記載者から順に①各名簿が獲得

した得票数をその選挙区の選出議員数（当選基数）で割り，その数ごとに，②

残余議席については，最大平均値方式によって，議席が配分されるからである。

　（b）1946年選挙法（雪〕

　この選挙法でも，名簿に従って投票がおこなわれた。

　名簿に対する1人1票制でパナジャージュが禁じられている点では，1946年

10月5日選挙法は45年法と同様である。しかし有権者は投票の際に，候補者の

順位変更を指定することができる（選好投票の容認）。この順位変更の指定が，

当該名簿へ投票した者の過半数に達した場合，名簿記載順位に変更が加えられ

る。また配分議席数決定に当選基数方式・最大平均値方式が採用されていた。

　有権者と政党の関係でみた場合，名簿の記載順位変更を要求する余地が形式

上は保障されていたことは，政党中心の選挙戦を個人中心の選挙戦にいささか

なりとも近づける方向での修正であった。他方，政党指導部と候補者の関係は，

基本的に変化がなく，その命令関係を担保する選挙制度となっている。

　（c）！951年選挙法‘4〕

　1951年5月9日選挙法は，政治グループとならんで「政党」を名簿を作成す

る主体として明示的に承認した。投票は「全国的な（natiOnauX）政党とグルー

プ」の作成した名簿に従っでおこなわれる。名簿は選挙区（県単位）の議員定

数と同教の候補者からなる。ただしパナジージュ，選好投票（5〕し）ずれも認められ

ている。

　議席配分においては名簿の記載順位が意味をもつ。①名簿が獲得した票が有

効投票総数の過半数をこえる場合，その名簿はその選挙区の総議席を獲得する

ことになる。②過半数をこえる名簿がない場合には，アパラントマン（appar－

entement　des1istes；名簿連合）が採用される。アパラントマン（則によって総合
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された得票数が有効投票数の過半数に達したばあい，全議席が与えられる。名

簿問の議席配分は最大平均値方式でおこなわれる。③いずれにもいたらない場

合は，最大平均値方式で議席は配分される。

　以上のように，この選挙法は比例代表制ではあるが，総得票数の過半数の票

を獲得した政党や連合が選挙区の全議席を得るので，名簿の得票数と議席の配

分の間には乖離が生じる。アパラントマン自体は効果的に利用すれば，少数政

党にとって議席獲得の手段となるが，成立しない場合，したがってとくに他政

党と政策上で連合が組みにくい左右両翼を議会から排除しがちである。195！年

選挙の結果26．1％の得票のあった共産党が16．1％の議席7）にとどまるという過

少代表の原因は，このアパラントマンが他政党と連合の組みやすい中道政党に

有利に作用したからである。くわえてアパラントマンの資格は「全国的な」政

党またはグループに制限されている。この「全国的」とは全国で30以上の選挙

区に名簿を提出することなρで，小政党や地域的利益を代表する政党は，加わ

ることができない。

　（d）第4共和制下の選挙

　ところでこれらの選挙制度は，本当に名簿式比例代表制といえるのだろうか。

たとえば1933年の著書でバルテルミーは，比例代表制がなぜ優れているかの根

拠として，①普通選挙権を論理的に補うものであること，②議会が国民をでき

るだけ正確に代表するように構成されること，③全国的に多数である真の多数

派の権利が保障されること，④強い反対派の存在は政府を活気づけること，⑤

議会構成の急激な変化を防ぎ憲法的安定の望ましい要因であることをあげた㈹。

　しかし残余議席の配分方式には一貫して最大平均値方式が採用されており，

くわえて選挙区間の有権者数の不均衡，さらにアパラントマンによって得票率

と議席獲得に大きな差が生じてくる。これはバルテルミーの議論の①②③にと

くに反する。したがって，少なくとも51年の選挙で制度上も，また選挙結果か

らも「比例」選挙とはいい難いものである。

　またアパラントマンは政党指導部の判断による，政策上の一致によらない「強

制された結婚」｛9）を導きがちである。選挙以前にアパラントマンの対象グループ

名がとどけてあるにしても，やはりこれは国民の意思からはなれた活動の性格

カ汚重い（1o〕o

　たしかに選好投票手続きが，1946年法で復活しており，政党の権限をおさえ
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る意味で重要である。しかし要件が厳しいために実効力は低く，いずれの選挙

法でも政党の作成した名簿に従って当落が判定された。さらにアパラントマン

は政党の戦術的判断に基づいて採用されるから，このことは政党の自律性を保

障するものとして作用する。名簿記載権を根拠にした政党指導部から議員への

命令・服従の関係は制度的に一貫して保障されていた。

　（2）名簿式比例代表制選挙批判の視点

　第4共和制末期に行われた名簿式比例代表制選挙の批判の重点は，政党の乱

立効果，多数派形成プロセスの国民からの乖離，および寡頭制に求められる。

　（・）比例代表制の政党乱立効果

　ド・ゴールにとって第3・4共和制とは，政党によって支配されたレジーム

である。その結果「国家の飛躍的な発展は不統一な政治の打撃によって常に妨

げられた」。「政党が顧客用に下請けの領域をつくるので，行政，軍，あまつさ

え司法も被害をうけている」｛ユエ）。

　彼の政党国家批判は，政党が政治生活の申でになう機能に向けられている。

この病理現象を押さえこむには，①議会があれこれの利益を代弁する政党の寄

り合い機関であることをやめさせるために選挙制度を改革すること（比例代表

制への消極的評価，それにかわる多数代表制の積極的評価），②「フランス国家

の発展」を阻害する議会全体の権限を押さえること，そのため強力な執行府（国

民に直接責任を負う大統領）を創設すること（「ただひとつの共同体国家のみに

奉仕すべき行政府は，さまざまな特殊利益を集める議会によって作られてはな

らない」）が求められる（i2〕。

　比例代表制選挙のもつ乱立効果は多くの論者の指摘するところだが，たとえ

ばゴーリストのルネ・カピタンはこう多数代表制の優位1生を主張する。「比例代

表制は英国国会を特徴づける組織に似た2党制の組織を阻む。一・・それはほと

んど多党制を不可避的に帰結させ，じっさい第4共和制では5あるいは6の組

織に達した」。反対に「多数代表制の統合効果は候補者をして，多数派へと集結

する気にさせる。……多数代表制は政党の数の減少のための圧力をひき起こす

のだ」（ユ3）。

　第4共和制で内閣が短命のうちに倒れたこと（6月に！度の割合），あるいは

大戦前夜ドイツ軍進攻に備えた戦力の近代化できなかったこと等の原因を小政
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党の乱立と日常的な離合集散に求めるド・ゴールの議論が，事実認識の当否は

ともあれ，第5共和制発足当時に一定の説得力をもっていたということは，58

年憲法の国民投票において有効投票の約80％の賛成をもって支持されたことに

うかがえる．

　（b）議会多数派形成過程からの疎外

　これについてもルネ・カピタンの指摘を引用しよう。「多数派の地位を獲得す

るには，多くの小政党が連合しなければならないが，この連合は選挙白体の中

では形成されない。というのも，比例代表制では各政党は他を気遣うことなく，

あるいは他と違いを示すことや自らをより際だたせるために他から分離するこ

とに専念して戦いをおこなうのだ。かくして多数派形成に必要な連合は，さま

ざまな組織の間の一致によって，選挙の直後に形成される」（’4〕。彼によればナ

シオンの意思を表明できるのは議会多数派のみだが，この多数派が国民の意思

から離れて自由に形成されるので，結局ナシオンの意思表明が政党の特権にな

っているということが問題である，とし）うのだ。さらにこの連合の結果，選挙

時に示された政治綱領と異なる内容の綱領が議会にもたらされることになる。

　最後の点は特に51年選挙法のアパラントマンヘの批判になるだろう。

　ただ全体として見た場合，要求される国民的課題が二者択一で解決されるも

のであるならば多数派形成を重視するルネ・カピタンの主張も説得的であるが，

現実の社会・経済関係を反映し多数の政党が存在している場合，選挙制度の変

更を通じて人為的に2大政党を形成し2者択一で決定させよという議論に少数

派の排除という性格がある点は否めない。

　（・）寡頭制の批判

　議員と有権者との関係の希薄さ，政党の寡頭制を間う立場から政党国家を批

判する議論が，次にあげるワリーヌである（15〕。彼の政党国家批判は第4共和制

憲法が制定されて直後の1948年に公表されたが，その指摘する諸点は，第4共

和制末期の政治状況についてもあてはまるものであろう。

　ここでの「政党国家」とは「法律や政府の信任・不信任などの重大な政治的

決定のような議会にふりかかってくる決定が，全く自由に；何が公的利益に最

も一致するか考える個人的・私的な確信に基づいて表明する議員の仕事ではな

く，政党のメンバーとして行動する議員，政党の指導機関によって決められる

命令を執行する議員の仕事であるようなレジーム」という概念になる。議員の
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個性が問題ではなく，彼らは各政党の力関係を数として表現するために存在す

るにすぎない。実際の議会内政治でも，ある法案や信任投票へのグループの同

意は，議院の廊下で行われる政党リーダーたちの調停と協議で決定される。

　ワリーヌは，自由に議論し表決に加わる議員の集まりであった「古典的議会」

をいたずらに懐古しようというのではない。むしろ議員と有権者との関係が切

断されがちな選挙・議会制への批判的視座をもって「この政党国家は寡頭政治

であり，反民主主義的である」と糾弾するのだ。特に問題視するのは拘束名簿

式投票である。そこでは代表を選ぶのは人民でも有権者集団でもなく，実際に

は名簿を作成する政党指導機関だからである。グループの法案への態度も，有

権者にとっては秘密裡に決定されている。

　以上の3つの議論はそれぞれ，問題をはらんでいる。（・）についていえば，短

命内閣の原因を上述のごとく政党の乱立と，選挙制度のみに帰責させる事実認

識の当否である。多党制はフランス社会の経済的・社会的な階層の多様性を反

映するものであるということもできようし，また日常的な離合集散は政党の未

発達（前一大衆政党的性格）の現れというべき問題である。（b）についてみれば，

議会選挙の性格の中で多数派形成　　政府の選択の側面のみを重視し，反対に

多様な政治的意思を表明するという役割を軽視し，また議会から少数派を排除

する可能性がある。また（・）の論点は，条件次第では，選好投票制などによって

ある程度回避できる問題であろう。また他国をみても，名簿式投票の採用と無

関係に寡頭的政党制は発生しているのだから，これをもって名簿式投票だけを

批判することには難がある。しかしそういった内容面の問題はともあれ，名簿

式比例代表制への批判的スタンスは際4共和制末期のフランスで一般的となり

つつあった。

　（3）第5共和制の選挙制度16〕　　小選挙区単記2回投票制

　つぎに第4共和制時と大きく変貌した第5共和制下の下院選挙制度に目を移

そう。

　（・）小選挙区単記2回投票制

　憲法では「国民議会の議員は直接選挙により選出される」と規定したのみで

（24条），具体的な選挙制度については組織法に委ねている（25条）。最初の選

挙法は1958年10月！3日のオルドテンスによるが，これと政党との関わりをつぎ
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にみよう。

　第4共和制とことなり，第5共和制下では比例代表制は原則として採用され

ず，かわりに第3共和制で一般に実施されていた小選挙区・単記・2回投票制

が復活する。

　議員定数は1958年にはフランス本土では465名，各選挙区の議員定数は1であ

孔当選のためには，候補者は有効投票の過半数を獲得しなければならない。

　第1回投票で過半数を獲得する当選者のでなかった場合は，決戦の第2回投

票が実施される。58年のオルドテンスでは第2回投票には第1回投票有効投票

数の5％以上の票を獲得した候補者のみが立候補できるとしたが，その後この

条件は，「第2回投票をはっきりさせ，そして道徳化するために，このパーセン

テージを引き上げることが望ましいと思われ」（ユ7〕1966年12月29日の法律で10

％，さらに1976年7月17日の法律では12．5％に引き上げられた。この条件をみ

たす候補者がユ人もいない場合は，第1回投票の上位2名で決戦投票がおこな

われる。この第2回投票で相対多数を獲得した者が当選する。

　この選挙制度については以下のような欠陥があり，国民の政治意思と議席配

分の間に第4共和制期以上の開きが生じたて’呂〕。

　第1に各選挙区の議員定数が1名であるために死票が多く，各政党の第1回

投票における得票数と最終的に獲得した議席数の間に不可避的に乖離が生じる

ことである。1958年の選挙結果で乖離の最も著しい例として，共産党は第1回

投票で18．9％の得票がありながら10名，2．2％の議席を占めるのに対し，独立共

和派・新共和国連合の合計は，17．6％の得票で／89名，40．1％の議席を占めたこ

とがあげら札る（19〕。

　第2に選挙区ごとの有権者数に大きな開きがあり1票の重さに不平等がみら

れることである。たとえば1978年3月の選挙で，ロゼールの第2選挙区では

2614ユ名の有権者が登録されていたが，一方エッソンの第3選挙区ではユ81284名

の有権者がいたという㈹。！票の重さに6．9倍の開きがあったことになる。

　第3選挙区割りにゲリマンダリングて2’〕がほどこされたことである。

　したがって，国民の意思は歪められたかたちで議会構成に伝えられる。

　また政党を対象に投票がおこなわれない点で，第4共和制での選挙と性格が

大きく異なる。第5共和制下では，有権者は形式上，政党を選ぶのではなく候

補者個人を選択するので，候補者は政党に所属することを求められず，政党の
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後援なく独力で立候補することも可能であり，名簿記載権に基づく政党指導部

の議員に対する支配関係は弱められる。

　反対に議員は地元・小選挙区有権者の政治的意思の実現をはからねばならず，

有権者と議員の関係，とりわけ前者から後者への支配関係が重視される。しか

し，上述のようにそもそも議員構成は有権者の意思を正確に反映せず著しい死

票が生じている。したがってこの支配関係を過大評価することはできない。

　また名簿式投票は政党の綱領の選択の意味があるが，第5共和制下では選挙

過程で政党の綱領開示が要求されず，くわえて政党の綱領や議会内グループの

政治宣言（後述）と候補者の公約の一致も保障されないので，政党は有権者か

ら綱領の是非の審判をうける機会をもたず，フリーハンドの状態におかれる。

したがって選挙を通じた有権者から政党への支配の回路は制度上，制限されて

いるといえよう。

　ではこのような選挙制度の変更は第4共和制期に指摘された諸問題の解決に

寄与したのであろうか。

　第4共和制期の下院選挙の得票状況は（22〕，穏和派（Mod6re），社会党，共産

党，急進社会党，人民共和運動（M．P．R．），ゴーリスト（R1P．F．）の6政党

が均衡した得票を続けていた。この得票分布は第5共和制になると急進社会党

が没落し，ゴーリスト政党は共和国連合（R．P．R．），中道は独立派（C．N．I．）

およびフランス民主主義連合（U．D．F，）にかわるが，基本的にR．P．R．，U．

D．F．に社共を加えた4勢力の均衡は続き，特に62年以降は前2者の保守・中道

連合と後2者の左翼連合の2極化がすすむ。しかしこの他に極右F．N．や議席

獲得にいたらないエコロジストなどの小政党は依然として多く，大政党が吸収

しきれていない階層，あるいは大政党を通しては議会へ反映されない利益の存

在を予想させる。したがってこの選挙制度は政党数の著しい減少を招かなかっ

た。

　またドブレの主張した国民的課題についての意思表明・政府選択の契機とし

ての議会選挙という側面は，1962年10月28日のレフェレンダムで承認された憲

法6，7条の改正で大統領の選挙方式が国民の直接普通選挙に改められたこと

で，むしろ大統領選挙を通じて実現されることになる。

　第3に政党の寡頭制であるが，この選挙方式においても，候補者の決定や第

2回投票の際の立候補とりやめの取り決めは政党指導部に実質的決定権がある。
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　この点で政党を離脱した者や支部が元の党名とまぎらわしい名称を使用する

ことについて，裁判所は元の政党の利益を重視する立場で判決を下している。

「急進社会党対Radical　Socialiste」事件で裁判所は，急進社会党を脱退した候

補者（被告）が元所属していた政党とまぎらわしい名称の使用について，元の

政党の利益を重視する立場にたったという㈹。この面でも政党指導部を保護

し，寡頭制が擁護されているといえよう。

　ただ対照的事例としては，1972年6月の社共の「共同政府綱領」のように，

提携関係をあらかじめ選挙過程の承認に付す試みもなされている（24）。

　（4〕第5共和制の選挙制度25）　　比例代表制の導入

　！985年7月！0日組織法および同日の法律は第5共和制下で唯一例外的に拘東

名簿式比例代表制選挙を採用したものであり，これに基づき下院選挙が翌年3

月ユ6日に実施された。単記2回投票制から第4共和制で採用されていた名簿式

比例代表制へのかかる回帰は，敗北が予想されるなかで社会党の議席の減少を

最小限にとどめ，同時に第2回投票のための提携を通じた，共産党への依存関

係を断ち切るというミッテラン大統領の狙い（州として説明される。

　議員数は570名で，県を選挙区とする。各選挙区は最低2名カ）ら最大24名の議

員を選出する。（ただしマヨットとサン・ピエール・ミクロンの2つの地方公共

団体は定数！で，これと欠員1の補欠選挙については単記2回投票制が実施さ

れる）。各名簿は定足数に2を加えた数の候補者の姓名・生年月日・職業などと

名簿の表題を掲載して形成される。複数の名簿に掲載されることは許されない。

投票は名簿に対して1人1票でおこなわれ，選挙投票やパナジャージュなどは

認められない。定数！当たワ1000フランの供託金が必要だが，有効投票の5％

以上を獲得した名簿には返還される。

　議席の配分は有効投票の5％以上を獲得した名簿のみが議席の配分をうける

ことができる。当選基数方式とあわせて，残余議席の配分には最大平均値方式

がとられた。

　この制度の審議過程（州では第4共和制下と同様の批判が加えられた。まず政

党が国民から自律的になり，政党指導部の議員に対する権力が強化されること

につし）ての懸念である。「不可避的な，あなたがたの提案に求められる比例代表

制の効果として，このシステムが議員の構成の指導者に与える政治組織，政党
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へ主権を移す。なぜなら政党の指導者，つぎに選挙後には多数派組織の指導者

の按手を得ることなしに選出されることはじっさい不可能だからだ」。そこで人

民への主権帰属を定めた憲法3条の規定に反するというものである。さらに比

例代表制の導入は，少数政党の乱立状況を招くという批判もM・ドブレからな

された（2目〕。

　実際この選挙の結果，極右のF．N．（国民戦線）が9．7％の得票で35議席（議

席獲得率は6．2％）と躍進するなどドブレの指摘は部分的には事実となったが，

半面で多くの政党が5％条項によって阻止されており，ただちに小数政党の乱

立とまでは至らなかった。くわえて選挙区ごとの定数配分の歪みや多数派に有

利な残余議席配分方式という制度的欠陥をもつため，得票率と獲得議席率の乖

離という事態は残存し，とくに保守政党の共和国連合（R．P，R．）とフランス民

主連合（U．D．F、）が得票率に比べて過大代表を得ている（29〕。したがってこの

選挙制度は，195／年選挙法同様，完全な比例代表制であるとはいえない。

　しかし翌年，拘東名簿式比例代表制廃止を公約としたシラク首相（R．P．R．）

によって再び小選挙区単記2回投票が復活した㈹。この1986年改正法の1985年

以前との違いとしては議員定数に若干の変更が加えられ（各県への議席配分数

は1985年法の規定を踏襲し，選挙区割りについては郡の境界を尊重し維持する

こと），選挙区内の人口格差を20％以内におさえるという制限で選挙区割りを政

府が決定できることが特徴である。したがって比例代表制導入はユ回の選挙に

利用される一時的な現象にとどまった。

　（5〕選挙運動と政党一放送利用権

　つぎに放送の利用権との関係で，政党がどのような位置をしめるかを論じる。

ここで対象とするのは選挙過程のそれであり，それ以外の一般的な利用権の問

題は別に述べる。

　名簿式投票が採用されないとしても，選挙の主体が完全に候補者個人とみな

されたわけではない。これを端的に示しているのが，政党によるラジオ・テレ

ビの使用規定である舳。まず第4共和制から第5共和制にかけての選挙での放

送媒体利用に関する諸デクレにその軌跡をみることができる。

　政党および政治的グループによるラジオの使用権はユ945年9月19日のデクレ

に端を発しており，同年10月21日の憲法制定議会選挙および同日のレフェレン
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ダムに向けて採用された。また1946年4月26日のデクレ（33〕は同年5月5日のレ

フェレンダムに向けて採用されたもので，この利用権はこれ以後継続している。

46年のデクレでは議会内の政治組織はその数に比例して放送を行う権利を付与

された。このようなラジオ使用権の比例的配分が下院選挙で採用されたのは，

候補者名簿数に応じて（εtre　fonction）放送の利用回数を定める1946年6月2

日の選挙にむけられた同年5月16日のデクレとそれを修正した5月18日のデク

レ以降のことである。またテレビの利用も1956年1月2日の選挙に向けられた

1955年12月8日のデクレ以降認められている。56年のデクレでは政党は5分問

のテレビ放送が利用できた。

　第5共和制でも同様なデクレが制定されている。！958年11月23日の下院選挙

に向けられた同年10月30日のデクレ（34）では利用権（35）を有するのは，第！回投票

に，75名以上の候補者をだした政党・グループに限定される。

　この制度がデクレから法律へと変更され，永続化したのは！966年12月29日法

による。同法は「政党およびグループ」に対して議会選挙の運動において，国

営放送の使用権を認めた。放送時間は第1回投票の前には3時間，第2回投票

の前には1時間半であ乱それぞれの持ち時間は半分に分けられた上で，国民

議会のグループに代表されている政党とグループの中で，議会内多数派に属す

るものとそれに属さないものに再配分される。再配分の仕方はグループの長の

問で決定される。

　この配分資格をもたないグループについても全国で少なくとも75名の候補者

をだせば，その構成員が前述の放送利用権を有するグループに入っていない限

り，第ユ回投票の前に7分，第2回投票の前に5分の放送利用が保障されてい

る。

　1985年選挙法改正にともなって復活した名簿式投票のもとでは，3時間が議

会内グループによって配分された。この配分の方法は66年法と同一である。ま

たこの配分にあずかる資格をもたないグループを対象として，少なくとも20の

選挙区で名簿を提出した場合について7分問の放送利用が認められた。

　このように見てくると，名簿式投票が廃止されたにもかかわらず，枚挙利用

権を通じて政党を中心にした選挙運動の法的保障が一貫して強化されているこ

とがわかる。グループのみに放奉利用権が保障され，グループに属さない個人

の候補者は放送を利用できず，また放送内容を決定するのは候補者個人ではな
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いからである。

　たしかに議会内多数派と反対派への放送時間配分の基準は，少数派の存在を

重視し，それに有利に作用するものである。86年の下院選挙においても，議会

内で3割の議席をしめていた保守・中道（R．P．R．・U．D．F．）と7割の議席を

しめていた左翼（杜・共）がそれぞれ1時間半分ずつを再配分しているが，こ

のことは議員1人あたりに換算すれば，反対派が約3．5倍の利用時間を与えられ

ることになる。

　しかし，この配分の前提になる30名以上の議員という要件は（ヨ6〕，議員個人単

位の選挙運動を抑制したり，議会内少数グループを差別的にとり扱い，放送媒

体ヘアクセスする道を閉ざすものである。また75名の立候補者という要件と割

り当て時間の相対的な短さの2点で議会外勢力は議会内勢力にくらべ著しく不

利になる。

　この差別的扱いにくわえて1986年（37〕9月30日法14条2項は「政治的性格の広

告放送は選挙運動期間（投票日の20日前から　　筆者）を除き放送することが

できる」と定め，選挙期問中の放送利用を認めていないために，自己負担で放

送を利用し選挙運動を展開することは不可能である（舳引。
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